
沖縄県中小企業の振興に関する条例について

① 制定の経緯及び背景

沖縄県では、平成20年３月に「沖縄県中小企業の振興に関する条例」を制定し、中

小企業振興に関する基本理念及び中小企業関係者等の役割を示し、関係者間の共通認

識を図るとともに、政策決定過程に中小企業関係者の意見を反映させるため、中小企

業関係者で構成する「中小企業振興会議」を設置し、関係者の意見等を踏まえた効果

的な中小企業振興施策を充実させ、総合的に推進する仕組みを構築してきたところ。

しかし、平成26年に国が「小規模企業振興基本法」を制定し、小規模事業者に関する

商工会等の新たな役割が追加されたことを踏まえ、小規模事業者を含めた中小企業振興

施策に更に取り組む必要性や、脆弱な経営基盤強化のための中小企業関連団体への加入

の努力義務のほか、全国最低水準の労働生産性や全国と比べ高い後継者不在率といった

新たな課題に対応するため、「沖縄県中小企業の振興に関する条例」を一部改正し、よ

り一層、中小企業の振興に関する施策を総合的に推進する必要があることから、令和2

年3月、条例を改正したところ。

② 基本方針

沖縄県では、本条例の基本理念を実現するため、県が取り組む事項（基本方針）を

大きく６つに分けて規定している。
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第１章 総則
（目的）

第１条 この条例は、中小企業（小規模企業を含む。以下同
じ。）の振興について、その基本理念、県の施策に関する基
本方針及び県の施策の策定過程における中小企業者その他の
関係者の意見を反映させる手続その他県が講ずる措置を定め
るとともに、県並びに中小企業者及び中小企業関連団体の責
務等を明らかにすることにより、中小企業の振興に関する施
策を総合的に推進し、もって本県経済の発展及び県民生活の
向上に資することを目的とする。
（定義）

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、
それぞれ当該各号に定めるところによる。
⑴ 中小企業者 中小企業支援法（昭和38年法律第147号）
第２条第１項第１号から第３号までのいずれかに該当する
者であって、県内に事務所又は事業所を有するものをいう。

⑵ 経営の革新 中小企業基本法（昭和38年法律第154号）
第２条第２項に規定する経営の革新をいう。

⑶ 経営資源 中小企業基本法第２条第４項に規定する資源
をいう。

⑷ 小規模企業者 中小企業基本法第２条第５項に規定する
事業者であって、県内に事務所又は事業所を有するものを
いう。

⑸ 産学行政の連携 事業者（経済団体を含む。第11条にお
いて同じ。）、大学等（大学若しくは高等専門学校又はこ
れらに附属する研究機関をいう。第11条において同じ。）
又は国（独立行政法人及び政府関係金融機関を含む。第1
1条において同じ。）、県若しくは市町村が相互に密接な
連携を図ることをいう。

（基本理念）
第３条 中小企業は、多様な事業の分野において特色ある事業
活動を行い、多様な就業の機会を提供し、県民生活に必要な
物資や役務を提供することにより本県の経済及び県民生活の
基盤を形成しているものであり、特に、多数の中小企業者が
創意工夫を生かして事業活動を行うことを通じて、新たな産
業を創出し、就業の機会を増大させ、離島その他の地域にお
ける経済の活性化及び県民生活の利便性の向上を促進する等
本県経済の発展及び県民生活の向上に重要な役割を有するも
のであることにかんがみ、その振興については、独立した中
小企業者の自主的な努力が助長されること及び中小企業の事
業活動の活性化の効果が地域の活性化に寄与し、地域の活性
化が中小企業の成長発展をさらに促進させることを旨として
図られなければならない。
（県の責務）

第４条 県は、前条に規定する基本理念（以下「基本理念」と
いう。）にのっとり、中小企業の振興に関する施策を総合的
に策定し、及び実施する責務を有する。
（中小企業者及び中小企業関連団体の努力）

第５条 中小企業者は、基本理念にのっとり、経済的社会的環
境の変化に即応して、自主的にその経営の向上を図るよう努
めなければならない。

２ 中小企業者の事業の共同化のための組織その他の中小企業
に関する団体（次項及び第４項において「中小企業関連団
体」という。）は、中小企業者とともに、基本理念の実現に
主体的に取り組むよう努めるものとする。

３ 中小企業者は、その経営能力の向上を図るため、中小企業
関連団体に加入するよう努めるものとする。

４ 中小企業者及び中小企業関連団体は、県が行う中小企業の
振興に関する施策の実施について協力するよう努めるものと
する。

第２章 基本方針
第６条 県は、次に掲げる基本方針に基づき、中小企業の振興

に関する施策を講ずるものとする。
⑴ 中小企業者の情報通信技術の活用による生産性の向上
その他の経営の革新の促進を図ること。

⑵ 中小企業の創業の促進を図ること。
⑶ 中小企業の経営基盤の強化を図ること。
⑷ 中小企業者の事業の承継又は廃止の円滑化を図ること。

⑸ 中小企業者の資金調達の円滑化を図ること。
⑹ 経済的社会的環境の著しい変化への中小企業者の適応の
円滑化を図ること。
第３章 施策の策定等に関し県が講ずる措置

（中小企業者その他の関係者の意見の反映）
第７条 知事は、中小企業の振興に関する施策の策定に当たっ
ては、当該施策に中小企業者その他の関係者の意見を反映さ
せるため、中小企業者その他の関係者に対し、当該施策に関
する情報を提供し、当該施策について意見を述べる機会を付
与するとともに、中小企業者その他の関係者相互間の情報及
び意見の交換の促進を図るための措置を講じなければならな
い。

２ 知事は、前項の規定により意見が述べられた場合にあって
は、当該意見（次項において「提出意見」という。）を十分
に考慮して、中小企業の振興に関する施策を策定しなければ
ならない。

３ 知事は、中小企業の振興に関する施策を策定した場合には、
遅滞なく次に掲げる事項を公表しなければならない。
⑴ 当該施策を講ずることとする理由又は目的及び当該施策
の内容

⑵ 提出意見（提出意見がなかった場合にあっては、その
旨）

⑶ 提出意見を考慮した結果及びその理由
４ 前項の規定による公表は、インターネットを利用して閲覧
に供する方法その他適切な方法により行うものとする。
（基本方針を踏まえた支援計画の策定等）

第８条 知事は、中小企業支援法第４条第１項に規定する中小
企業支援事業の実施に関する計画（以下「支援計画」とい
う。）を定めるに当たっては、同条第２項の規定によるほか、
第６条の基本方針を踏まえるものとする。

２ 前条第１項及び第２項の規定は、支援計画を定める場合に
ついて準用する。

３ 知事は、支援計画を定めた場合には、遅滞なくこれを公表
しなければならない。この場合においては、前条第４項の規
定を準用する。
（支援計画に定めた事業の実施状況の公表）

第９条 知事は、毎年、支援計画に定めた事業の実施状況を取
りまとめ、これを公表しなければならない。この場合におい
ては、第７条第４項の規定を準用する。
（施策実施上の配慮）

第10条 県は、中小企業の振興に関する施策を講ずるに当たっ
ては、当該施策が中小企業の経営に及ぼす影響について十分
に配慮し、独立した中小企業者の自主的な努力を阻害するこ
とのないようにしなければならない。

２ 県は、中小企業の振興に関する施策を講ずるに当たっては、
中小企業の事業活動が離島その他の地域における経済及び県
民生活に及ぼす影響について十分に配慮し、中小企業の事業
活動の活性化の効果が地域の活性化に寄与することとなるよ
う努めなければならない。

３ 県は、小規模企業者に対して中小企業の振興に関する施策
を講ずるに当たっては、経営資源の確保が特に困難であるこ
とが多い小規模企業者の事情を踏まえ、小規模企業の経営の
発達及び改善に努めるとともに、融資その他の事項について、
小規模企業の経営の状況に応じ、必要な考慮を払うものとす
る。
（産学行政の連携の確保）

第11条 県は、中小企業の振興に関する施策を講ずるに当たっ
ては、当該施策が適切に実施されるよう、必要に応じ、事業
者、大学等又は国若しくは市町村に対し、産学行政の連携に
ついて必要な協力を求めるものとする。
（財政上の措置）

第12条 県は、中小企業の振興に関する施策を総合的に推進す
るため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
（市町村への協力）

第13条 県は、市町村が行う中小企業の振興に関する施策につ



いて、市町村の求めに応じ、情報の提供、技術的な助言その
他の必要な協力を行うものとする。

附 則
この条例は、公布の日から施行する。


